
 

 

 

 

 

平成２６年６月２６日 

住友生命保険相互会社 

 

 

“あなたの未来を強くする”住友生命保険相互会社（代表取締役社長 橋本 雅博）は、平成 26 年     

７月１日より、将来の死亡保障とともに資産形成にもご活用できる平準払終身保険「ふるはーとＦ*」を

提携金融機関において発売いたします。 

「ふるはーとＦ」は、第１保険期間（契約後５年または 10 年）の死亡保険金額を既払込保険料相当

額に抑えることで、第２保険期間の死亡保険金額および保険料払込期間満了後のキャッシュバリューを

高めた商品内容としております。また、２項目の告知等による簡単な手続きでお申し込みいただけます。 

当社は、すでに全国の提携金融機関を通じて、年金受取額の価格魅力を高めて老後の生活資金やお子

さまの進学資金等をご準備いただける平準払定額年金「たのしみ未来」「たのしみ未来＜学資積立プラ

ン＞」、ご契約当初から一生涯に亘る一定額の死亡保障・介護保障をご準備いただける平準払終身保険 

「ふるはーとＬ」「ふるはーとＬ＜介護プラン＞」を販売しております。「ふるはーとＦ」を発売する  

ことで、平準払商品のラインアップを充実させ、より多くのお客さまニーズにお応えしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*正式名称：低解約返戻金型無配当特別終身保険 

 

 

 

 

 

金融機関向け平準払終身保険の発売について 
 

 

 

 

 

 

※販売名称は、取扱金融機関により異なる場合があります。 

 

第１保険期間（契約後５年または 10年）の死亡保険金額を既払込保険料相当額に抑えて、 

第２保険期間の死亡保障を重視した保険です。 

保険料払込期間満了後、解約返戻金額は死亡保険金額を上限に増え続けますのでさまざまな 

資金ニーズにご活用いただけます。 

医師の診査は不要です。健康状態に関する２項目の告知等による簡単な手続きでお申し込み 

いただけます。 

ライフプランにあわせて、保険料または保険金額、保険料払込期間、保険料払込方法を設定  

していただけます。 

「ふるはーとＦ」のポイント 



 

 

＜商品内容＞ 

項目 主な取扱内容 

しくみ図 

（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊災害死亡保険金が支払われる場合を除きます 

お支払いする保険金 お支払理由 お支払金額 

死亡保険金 
第１保険期間 被保険者が死亡されたとき＊ 既払込保険料相当額 

第２保険期間 被保険者が死亡されたとき 基本保険金額と同額 

災害死亡保険金 

（第１保険期間のみ） 

被保険者が不慮の事故等を直接

の原因として死亡されたとき 
基本保険金額と同額 

契約年齢と 

第１保険期間 

被保険者の契約年齢により、第１保険期間が異なります。 

契約年齢範囲 15歳～49歳 50歳～75歳 

第１保険期間 10年 ５年 

解約返戻金 

保険料払込期間中：解約返戻金額を低く設定しない場合の 70％ 

保険料払込期間満了後：解約返戻金額を低く設定しない場合と同額※ 

※ただし、保険料がすべて払い込まれている必要があります。 

保険料 

払込方法 
月払い・年２回払い・年１回払い・全期前納（一部前納のお取扱いもあります） 

保険金額の 

取扱基準 

【最低保険金額】 

契約年齢範囲 15歳～49歳 50歳～59歳 60歳～75歳 

最低保険金額 300万円 200万円 100万円 

※ただし、保険料を指定してお申込みいただくときは、上記の保険金額未満となる場合でも保険

料払込期間が 20年以上かつ月払保険料 5,000円以上であればお申し込みいただけます。 

【最高保険金額】 

契約年齢範囲 15歳～39歳 40歳～75歳 

最高保険金額 1500万円 1200万円 
  

危険選択 ２項目の健康状態の告知等 
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第１保険期間の死亡保険金額を既払込保険料相当額に 
抑えて、第２保険期間の死亡保障を重視しています。  
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第１保険期間（５年または 10年） 第２保険期間（第１保険期間満了日の翌日以後終身） 

保険料払込期間 

第１保険期間の 

死亡保険金額は 

既払込保険料相当額 

となります。 

保険料払込期間満了

直後に解約返戻金が

大きく変わります。  

 

▲保険料払込期間満了 ▲契約日 



 

 

項目 主な取扱内容 

価格例 

 

性別 

死亡保険金額 解約返戻金額 

５年後 
10年経過以降 

(第２保険期間) 
５年後 10年後 20年後 

男性 180万円 509.52万円 120万円 365万円 400万円 

女性 180万円 542.88万円 120万円 364万円 401万円 

※契約年齢：40歳、払込方法：口座振替料率月払い、保険料：３万円（払込保険料累計額 360万円）、 

第１保険期間：10年、保険料払込期間：10年 

※10年後の解約返戻金額は保険料払込期間満了直後の数値を記載 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

このニュースリリースは低解約返戻金型無配当特別終身保険の概要を説明したものであり、ご契約にかかるすべ

ての事項を記載したものではなく、保険募集に際して使用することを目的としたものではありません。 

詳細につきましては「契約概要／注意喚起情報 兼 商品パンフレット」および「ご契約のしおり・約款」等をご確認い

ただき、ご検討にあたっては提携金融機関等へお問い合わせください。 


